
多面的機能支払交付金の広域組織設立のご案内
〜用水組合のつながりで施設や地域資源を保全〜

■多面的機能支払交付金とは
みんなで農地や水路・農業施設・農道を守るための制度です。
交付金は畑で年5,080円/10a(最大)、活動期間は５年間で以降、継続更新。
手続きや事務など、むずかしい部分は土地改良区がサポートします。

■なぜ必要なの？
・管理作業がつらくなる年齢になった。
・農家が減ってきていて、人手が足りない。
・役員への負担が増え、なり手がいない。
・施設の老朽化が進み、故障や漏水が発生して負担が多い。

そのため、地域みんなで協力し、無理なく続けていく仕組みが大切です！

■どんなことをやるか、交付金の使いみちは？
・ファームポンドやポンプ設備、農地、農道の点検。
・敷地の草刈り・ファームポンド掃除、農地･農道の保全。
・パイプラインの漏水修繕、ポンプ施設等の故障修繕。
・話し合い活動、小学校へ出前授業。 など

■広域協定とは？ ※協定に参加した組合･団体が「広域活動組織」として活動します。

・複数の用水組合や農業以外の団体が協定を結び、協力しあう仕組みです。
・負担の軽減を図って、安心して組合運営･施設管理が続けられます。

■お問い合わせ 牧之原畑地総合整備土地改良区 TEL：0547-36-8000

■活動支援班を設置します！
御前崎市建設業組合、市内配管４業者、ポンプ設備業者による「活動支援班」
を設置し、用水組合での活動に作業者が足りないときや、業者でなければでき
ない作業を支援する体制をつくります。

交付金の使いみち
･作業者への日当
･機械の借上､保険
･施設等の修繕費用
･必要な事務費 など

■用水組合は何をしますか？
･毎年、農地･水路･農道の点検を行い、必要な対策をいつやるか計画を立てます。
･計画した活動を行い、作業者や機械借上等を含む作業日報を提出願います。
･活動時の写真は必ず撮影し、提出してください。
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広域活動組織の概要

活動に参加される用水組合役員のみなさまへお願い

用水組合での活動に参加いただくみなさまには、日当や機械の借上料等の支払につきまして、口座
振込を予定しています。振込口座は、用水組合の組合費等の引落口座といたしますので、ご了承をお
願いいたします。


